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内容構成（抜粋）
●
法
律　

◎
政
令　

○
省
令
・
告
示
等

第
１
章　

行
政
通
則

●
日
本
国
憲
法

●
国
家
行
政
組
織
法

●
総
務
省
設
置
法

●
総
務
省
組
織
令（
抄
）

●
総
務
省
組
織
規
則（
抄
）

○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令

○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則

○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則

○
情
報
通
信
審
議
会
令

○
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
令

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法

◎
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係

る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令

●
行
政
手
続
法

●
行
政
不
服
審
査
法

○
総
務
省
聴
聞
手
続
規
則

●
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律

●
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律

○
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
施
行
令

●
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律

第
２
章　

有
線
電
気
通
信

●
有
線
電
気
通
信
法

○
有
線
電
気
通
信
法
施
行
令

○
有
線
電
気
通
信
法
施
行
規
則

○
有
線
電
気
通
信
設
備
令

○
有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則

第
３
章　

電　

波

●
電
波
法

○
電
波
法
施
行
令

○
電
波
法
関
係
手
数
料
令

◎
電
波
法
に
よ
る
旅
費
等
の
額
を
定
め
る
政
令

○
電
波
法
施
行
規
則

○
無
線
局
（
基
幹
放
送
局
を
除
く
。）
の
開
設
の

根
本
的
基
準

○
特
定
無
線
局
の
開
設
の
根
本
基
準

○
無
線
局
免
許
手
続
規
則

○
無
線
従
事
者
規
則

○
無
線
局
運
用
規
則

○
無
線
設
備
規
則

○
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関

す
る
規
則

第
４
章　

電
気
通
信
事
業

●
電
気
通
信
事
業
法

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則

○
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則

○
接
続
料
規
則

○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金

及
び
負
担
金
算
定
等
規
則

○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則

○
電
気
通
信
番
号
規
則

○
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則

○
端
末
設
備
等
規
則

○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る

規
則

●
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律

○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令

○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則

●
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法

○
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
施
行
令

○
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
施
行
規
則

第
５
章　

放　

送

●
放
送
法

●
放
送
法
施
行
令

○
放
送
法
施
行
規
則

○
基
幹
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準

○
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基

準
に
関
す
る
省
令

○
基
幹
放
送
局
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の

認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
特
定

を
定
め
る
省
令

○
基
幹
放
送
普
及
計
画

第
６
章　

I
T
社
会
構
築

●
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法

●
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律

●
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

●
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の

制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律

○
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の

制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律

第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令

●
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の

外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律

○
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の

外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施

行
令

●
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律

○
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

●
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本

人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な

利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律

○
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本

人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な

利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

●
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律

○
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
抄
）

○
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

○
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令

●
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

第
７
章　

振
興
・
技
術
開
発

●
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法

●
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法

○
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
施

行
令

●
特
定
公
共
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
開
発
関
連
技
術

に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律

○
特
定
公
共
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
開
発
関
連
技
術

に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
四
号
の
情
報
を
定
め
る
省
令 

●
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
の
促
進
に
関
す

る
法
律

●
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時

措
置
法

●
身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・

放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に

関
す
る
法
律

◎
身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・

放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
の
審
議
会
等
を
定

め
る
政
令

第
８
章　

関
連
機
関

●
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
施
行
令

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務

（
特
定
業
務
を
除
く
。）
の
運
営
に
関
す
る
省
令

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
が
行
う
独

立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
第
十
四
条

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
業
務

運
営
に
関
す
る
命
令 

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務

（
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
を
除
く
。）

に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
債
務
保

証
業
務
、
出
資
業
務
及
び
利
子
補
給
業
務
に
係

る
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
債
務
保

証
業
務
、
出
資
業
務
及
び
利
子
補
給
業
務
に
係

る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

●
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法

○
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
施

行
令

●
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法

●
放
送
大
学
学
園
法

○
放
送
大
学
学
園
法
施
行
令

○
放
送
大
学
学
園
法
施
行
規
則

第
９
章　

そ
の
他

●
刑
法

●
宇
宙
基
本
法（
抄
）

●
内
閣
府
設
置
法

●
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律

●
著
作
権
法

●
国
会
法

●
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律

広い分野にわたる関係法令のうち、実務において重要なものに絞り、分かりやすい章立てで収載！
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